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1 裁判員制度について
1 ．

，(1)準備状況について
（2）書記官事務に及ぼす影響等について

2 ．書記官事務に関する最近の動向及び書

記官事務の在り方について 、
（1）書記官事務の効率化等について

ア日記簿の廃止など事務の効率化を

内容とした通達改正後の動向，施策

等について

（ｱ）既に実施されたもの

（ｲ）現在見直し作業を行っている

もの

イ修'音髻薑墨雪寶ﾃﾑの現状と今後の
進捗状況について

（2）民事・行政関係

ア最近の民事事件の現状，書記官事

務の状況等について′

、イ法改正後の書記官事務の状況（労

働審判制度，少額訴訟債権執行制度

等）について

、 （ｱ） ，民事執行関係

（ｲ）労働審判関係

⑤会社法関係

ウその他

(3)・刑事関係

ア最近の刑事事件の動向，書記官事

マ

，務の状況等について

イ法改正後の書記官事務の状況につ

‘ いて

（ｱ）医療観察法における書記官事務
の運用の実情と留意点について

（ｲ）公判前整理手続における書記官

事務の運用の実情と留意点につい

′ て

（4）家事関係

ア最近の家事事件の現状について

イ人事訴訟事件の処理と家事調停事

件の連携の実情について

（5）少年関係

ア最近の少年事件の現状について

イ被害者への配慮等における書記官

事務の在り方について′

3 個人情報保護制度及び情報公開制度と

書記官事務について

4書記官の給与上の諸問題等について

（1）給与構造の見直しについて

ア俸給表の見直し

イ新たな昇級制度の導入

ウ勤勉手当への実績反映の拡大 ．
（2）書記官全体の処遇について

（3）級別定数，特に書記官の格付け関係

について（新7級関係，新6級以下関

係，官職増設関係，定員振替関係）
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会報書記官第8号

（3） 今後どのような施策を実施するのか

について

8情報政策課と書記官事務について

(1)書記官事務との関係で，現在どのよ

うな問題点ないし課題があるのかにつ

いて

（2）書記官事務との関係で，現在稼働中
のシステムについて今後どのような改

善点があるのかについて

（3）民裁・刑裁等システム､の開発，見直

しの現況と今後の進捗状況について
ア現行民裁システム，現行刑裁シス

テムの開発及び展開中止の経緯

イ システムの開発，見直しの現況

ウ今後のスケジュール

（ｧ）新民裁システム

（ｲ）新刑裁システム

（4） 書記官事務との関連で，今後のIT

化計画等の全体像について

9 その他

(1) システム等に関する意見表明， シス

テム障害発生時における具体的なサ

ポート体制（情報政策課・下級裁）に

．ついて

（2） システム等を利用して書記官事務を

行う上で特に留意すべきことなどにつ

いて

（3） 今後のシステムセキュリティにつ

いて
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ア新7級関係

イ新6級以下関係

ウ官職増設関係

エ定員振替関係

5 書記官の任用上の諸問題について

(1)新しい書記官任用試験及び主任書記

官選考について

（2）書記官の任用政策について，特に主

任書記官等のポストの増設及び書記官

の専門分野ごとの育成・配置について

（3） 再任用の実施状況，書記官の他官庁

への出向状況等について

ア再任用の実施状況について

イ他官庁への出向状況等について

（4）産前・産後休暇，育児休業制度にお

ける代替要員の確保について

（5）女性書記官の登用拡大計画について

6 情報政策課の概要について

(1)設置された趣旨， 目的，経緯につ

いて

（2）組織概要について

（3） 業務内容について

7 情報政策課の施策について

(1) これまでの主な施策について

（2）現在の重点的な施策について

ア民事訴訟事件に係る新しい裁判事

務処理システムの開発

イ インターネットエクスプローラ及

びアウトルックエクスプレスの展開

ウ期日進行管理プログラム（簡裁民

事事件用）の展開
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てこの座談会に御出席をいただきありがと

うございます。皆さま方には，平素から，

日本書協の諸活動に御理解と多大なお力添

えをいただき， この機会に全国の会員を代

表して深く感謝の意を表します。

この座談会の開催は， 日本書協にとりま

して昨年度に引き続き第2回目となりま

す。旧全国書協時代から受け継いだ企画と

して日本書協におきましても重要な事業活

動の一つに位置付けておりますが， こうし

て開催できましたことを誠に喜ばしく思っ

一●

鈴木事務局長

本日は，お忙しい中を， 日本裁判所書記

官協議会のために，わざわざ御出席いただ

きまして，誠にありがとうございます。

それでは．座談会を始めさせていただき

ます。

始めに， 日本裁判所書記官協議会小寺会

長が， ごあいさつを申し上げます。

小寺会長

総務局，人事局及び情報政策課の皆さま

方には，御多忙の中，貴重なお時間を割い
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座談会1

ております。加えて今回は，情報政策課か

らも御参加を得j今後， この座談会の充実

と発展を願う上で大変光栄なことであり，

改めて厚く･お礼を申し上げます。

さて，現在，司法制度改革に基づく運用

が着々と実施されています。裁判所全体は

もとより，基幹官職として運用の一翼を担

う裁判所書記官の執務環境がここ数年来，

大きく変化してきています｡この変化には，

今世紀における司法制度の大きな枠組みを

新しく築いていく面とこれまでに根付いて

きた書記官事務の処理方法や慣行等を改善

していく面があるように思います｡そして，

いずれの面におきましても，創設された新

‘しい枠組みの趣旨あるいは将来的な書記官

事務の在り方等を見据えて対処していくこ

とが求められています。昨年の暮れからこ

の2月にかけて実施いたしました全国八高

裁管内別支部交流会におきましても，第一

線で仕事に携わる裁判所書記官が，ベテラ

ンや若手あるいは審級を問わず，変化に

伴って日々直面する多種多様な課題に裁

判官や他の職員とも密接に連携しながら，

真剣かつ果敢に取り組んでいる様子がうか

がえました。しかし，その一方で，大きな
1 ．

変化を前に，裁判所書記官として期待され

ている役割の重要性を十分に受け止めなが

らも， 日常的な試行錯誤の中で戸惑う場面

も多々あるようです。

本日の座談会では，支部交流会に参加し

た会員諸氏との意見交換なども踏まえ，全

国の会員諸氏の関心や注目度が高いと思わ

れる事項を中心にテーマを提案させていた

だきました。中村総務局第一課長，垣内人
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小寺会長

９
９
１
９
０ 事局給与課長，吉村情報政策課参事官をは

じめ皆さま方には，多岐にわたるテーマで

大変恐縮ではございますが， この機会に有

意義な御教示や御示唆をいただき，本座談

会が実り多きものとなりますよう切に願っ

ておりますので，どうぞよろしくお願い申

し上げてこの座談会の開始の御挨拶といた

します｡､

鈴木事務局長

それでは， これからの進行は,服部企画

調査部長が担当いたします。

服部企画調査部長 ‘

進行役を務めさせていただきます。早速

でずが，本日のテーマの順に進めさせてい

ただきます。
、 1

1 裁判員制度について
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服部企画調査部長

裁判員制度の施行に向けた準備状況及び

裁判員制度が書記官事務に及ぼす影響等に

づいてお話しください。

中村第一課長／

（1）“準備状況について

平成11年以降進められてきた司法制
令へ

度改革は,．実施の段階を迎えており，

広範な領域にわたり着実な努力が重ね
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ま
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、

（

くが短期間であれば参加可能と回答し

ている点です。また，裁判員として参

加するにあたっての障害事由について

は「日程調整が大変」という回答が
タ 、｡

「心理的に不安」という回答を上回っ

ていました。これは，裁判員裁判に対

する理解が国民の間に次第に浸透した

結果，国民が心理的な不安から「日程

調整」という現実的な問題に目を向け

るようになってきたことを示すものだ

と考えられます。裁判員裁判に国民の

参加を促進していくためには，障害事

由をいかに低減または除去す,るかにか

かってくると思われますが， 「日程調

整が大変」という障害事由を除去する

ためには，裁判員裁判の手続検討を一

層進めて，できる限り審理期間の短縮

を図ることや， 「経営者の理解を深め

る」「介護施設や育児施設を利用しや‘

すぐする」といつた基盤整備を進める

ことが必要だと考えています。これま

でも，国民の間に裁判員制度の周知浸

透を図るために，法曹三者による「裁

判員制度の円滑な実施のための広報啓

発の全体計画」の作成，最高裁判所広‘

報用映画「評議」の作成及び活用，裁

判員制度ウエブサイトの立ち上げ，全

国フォーラムの開催，新聞や雑誌等の

､各種メディアを利用した広報ブック
レットの作成及び配布等を進めてきま

した。今後は，広報活動の際に地域の

要望や意見を吸い上げることにも努

め，その要望等を裁判員制度の制度設

計や国民が参加しやすい環境整備に向
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中村第一課長

られています。

、裁判員制度につきましては,現在，

審理，評議判決等の在り方に関する

検討が鋭意進められております。その

議論等のたたき台とずるために，昨年

7月に最高裁において試案が作成さ

れ,これをたたき台として,昨年9月に

は,司法研修所で実施された刑事実務

研究会におい,て，裁判員裁判にふさわ

しい裁判手続の在り方について議論が

されました(その概要等については，

｢裁判員制度導入と刑事裁判の概要」

判例タイムズ恥1188(平成17年11月10

日発売）に掲載)｡また，裁判員裁判の

新しいプラクテイスを意識した裁判員

模擬裁判が各地で実施されてきている

ことは御承知のとおりであり，今後も，

裁判員裁判におけ倉審理,評議,判決等
一連の手続についての具体像を更に議

論していくことが予定されています。

ところで，本年1月‘から2月にかけ

て実施したアンケートの結果によれ

ば，裁判員として「参加したくない」

又は「あまり参加したくない」と回答

した人が回答者の6割を超えておりま

すが，注目すべきは，それらの者の多

、
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座談会

し
参
て
ぷ

けた取り組みに反映させていきたいと

考えています。

(2)書記官事務に及ぼす影響等について

裁判員法の施行により，書記官事務

の在り方もこれまでと変わっていくこ

とが予想されるところです。裁判員等

の選任手続や裁判員裁判の審理の在り

方に関する検討が進んでいますが， こ

れに合わせて書記官事務についても検

討を進めているところです。特に文字

通りの連日開廷が行われるようになる

と，現在のような形で供述調書を次回

期日までに整理することは困難になる

ことが予想されますので，何らかの手

当を検討しなければなりませんし， ま

た，一方で,裁判に不慣れな裁判員が

審理や評議に加わるの‘で， この観点か

らも検討する必要があります。現在’

裁判員裁判の在り方や現在の実務の運
。 ）

用等を踏まえて,’調書作成事務の在

り方等について検討しているところ

です。

また，裁判員等の選任手続について

は，裁判員候補者名簿の調製から法25

条の通知，裁判員等選任手続期日の呼

出し，期日における各種事務などに書

記官が関与すること‘となります｡この

うち大量かつ定型的なものについて

は，情報システム化等を図ることによ‘

り，書記官を裁判員制度においてもそ

の専門職としてふさわしい事務に集中

させることが合理的であると考えてお

り，そのために選任手続管理業務の設

計支援等請負業者を選定して検討作業

を進めているところです。特に，昨年

の座談会でも申し上げたとおり，当事

者と‘の直接の接点としての役割を果た

してきた書記官が，裁判員裁判におい

ても，手続教示や参考事項の聴取など

といった数多くの場面で蓄積された経

験を基に，裁判員候補者や裁判員の

方々に対し，適切に裁判員等選任手続

や裁判員裁判を含む刑事裁判の手続の

説明に当たることが期待されていま

す。そのためには，選任手続や審理の

正しい理解のみならず， コミュニケー

ション能力の向上が重要となります。

書記官としての更なるスキルアップに

努めていただきたいと思っています。

2書記官事務に関する最近の動向及び書

記官事務の在り方について
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（1）書記官事務の効率化等について

服部企画調査部長

日記簿の廃止など事務の効率化を内容と

した通達改正がありましたが,今後の動向，

施策等についてお聞かせください。

西澤第三課長

ア日記簿の廃止など事務の効率化を

内容とした通達改正後の動向，施策

” 等について

総務局では,書記官事務の合理化，

適正化を図るため，書記官事務に関

する通達等の見直し作業を行ってい

ます。事務の合理化は，組織として

常に進めていかなければならない大

’ 事な課題でありますが， ここ十数年

は特に裁判事務に多くの新たな制度

）
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会報書記官第8号

新設された上訴申立書等記録簿

に登載することとしました｡)。

これは，本年1月1日から実

施されています。

b郵券管理簿の廃止

本年2月24日に郵券通達等の

改正通達及び事務連絡を発出

し，予納郵便切手保管袋（改正

後の名称は予納郵便切手管理

袋）を主任書記官と係書記官の

共通の帳簿とし， ．これに伴い，

予納郵便切手管理簿を廃止しま

した。

これは，本年4月1日から実

施されています。

c書留郵便物受領証（特別送達

用）の様式の簡略化

本年5月2日に総務局長通知

を発出し，書留郵便物受領証

（特別送達用）の様式について，

「送達書類」欄を削除する等の

簡略化を行いました。

これについては，例年の統一

調達用紙の配布に合わせ，本年

10月1日から新様式の使用を開

始することとしましたが，それ

までの間，従前の様式を使用す

る際には， 「送達書類」欄の記

載を省略して差し支えないこと

としました。

d事件記録に付すナンバリング

等の見直し

事件記録に丁数を付する事務

を軽減し，上訴審への記録送付

が導入されたり，法改正が行われ，

また,すべての分野において申笠事
件が高水準のまま推移しており，事

務の合理化を進める必要性は高いと

言えます。

ところで，書記官事務に関する通

達等の中には，長い間当然のものと

して処理していますが，改めて検討

してみると，その方法が時代に即し

ておらず，作業量の割に効果が薄い

ものもあります。このような事務に

ついて，事務の目的や機能を損なう

ことなく，かつ；適正な事務を確保

しつつ，可能な限り事務の省略，簡

素化を図る必要があるとの観点か

ら，検討作業を進めているところで

あります。

既に改正通達が発出されたものも

ありますが， これらを含め，総務局

における現在の検討状況を御紹介い

たします。

(乃既に実施されたもの

既に改正通達等を発出したもの

は次のとおりです。

a 日記簿の廃止

昨年12月7日に受付分配通達

等の改正通達及び事務連絡を発

出し， 日記簿を廃止し，事件簿

に登載しない書類の受付につい

ては，刑事事件，少年事件等の

上訴申立書等の例外を除き，受

付日付印の押印で足りることと

しました（刑事事件，少年事件

等の上訴申立書等については，
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座談会

今後も継続して検討していきたい

と考えています。

なお，各庁におかれても，昨今

の事務処理状況を踏まえ， 自庁内

でできる事務の見直しや合理化に

ついては積極的に取り組んでいた

だきたいと思います。

服部企画調査部長

音声認識システムの現状と今後の進捗状

況についてお聞かせくださいj

安東第二課長

の迅速化を図るとの観点から，

1 当面の措置として，昨年10月14

日に総務局長書簡及び第三課長

事務連絡を発出したところです

が；引き続き，同書簡等に基づ

く現場の運用等を踏まえて記録

編成通達の見直しを検討してい

きたいと考えています｡
L

(ｲ）現在見直し作業を行っている

もの

現在,‐総務局において，受付分

配通達により定められている民事

』事件等の雑事件の立件の見直しを

検討しています。

受付分配通達により定められて

いる民事事件等の雑事件について

は，事件類型が法改正とともに・

年々塔加していることから,個々

の立件の必要性を再検討し，立件

の必要性が高いものに限り立件す

るということを検討しています。

け）今後の検討

書記官事務の合理化について

は，昨年の日記簿廃止の通達改正

をきっかけとして，各庁から様々

な要望や提案をいただいておりま
ノ ・

す。総務局としては， これらの要

望等を踏まえ，更に，書記官事務

の合理化が図れるよう努めていき

たいと考えております。また，既

に改正通達等を発出した件につ･い

・ても， これで終わりと考えている

わけではなく，各所から御意見を

いただき，更に見直す点がないか，

尊

是

、

出
正
哩
刀

イ音声認識システムの現状と今後の

進捗状況について

音声認識システムについては，昨

年9月に選定した調達支援業者の支

援を受けながら，研究開発業者の選

定作業を進めでいるところです。具

体的には，調達手続の中で各業者か

ら提出された企画書等の審査をして

いるところであり， 6，月頃までに裁

判所に最適な音声認識システムの研

” 究開発業者を選定する予定です。

今後は，選定された業者とともに

音声認識システムの研究開発を実施

していくことになりますが，具体的

な作業内容及び研究開発スケジュー

ル等については，当該業者の提案等

を踏まえて検討していくことになり

ます。

(2)．民事。行政関係
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服部企画調査部長

最近の民事事件の現状，書記官事務の状

況等についてお聞かせください。
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